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(2) 代理人による特別徴収義務者（宿泊施設）の利用者 ID の取得 

PCdesk（DL 版）を使用して、代理人が特別徴収義務者の eLTAX の利用者 ID を取得
することができます。なお、特別徴収義務者が宿泊施設を複数施設経営している場合、施
設の数だけ特別徴収委義務者の利用者 ID が必要になります（合算申告を除く）。 
 

① PCdesk（DL 版）を代理人の利用者 ID でログインし、 
「代理行為に係る手続き」を押下する。 

 

 
 
② 代理行為メニューが表示されるので、「利用届出（新規）代理人用」を押下する。 
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③ 作成方法選択が表示されるので、「利用者種別」および「提出先」（東京都） 
を選択し、「次へ」を押下する。 
 

 
 

④ 利用者情報入力が表示されるので、特別徴収義務者の情報を各項目に 
入力していく。入力完了後、「次へ」を押下する。 

 

 

  

「支店」を選択
してください。 

宿泊施設名を入力してください。 
※合算申告を適用している場合は、 

「○○ホテルほか」と入力してください。 

代理人が運営会社の場合、「関与税理士情報」欄に
は運営会社について入力してください。 
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⑤ 提出先・手続情報入力が表示されるので、以下のとおり選択し、「追加」を押下し、 
「次へ」を押下する。 
・「利用税目」 … 宿泊税 
・「提出先事務所」 … 東京都千代田都税事務所 

 

 
 

⑥ 入力内容確認が表示されるので、内容確認し、「次へ」を押下する。 
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＜注意点＞ 
代理人の電子証明書を添付してください。 

⑦ 証明書選択が表示されるので、電子証明書を選択し、「次へ」を押下する。 
 

 
 
 
 
 
⑧ 利用届出（新規）送信結果が表示される。 

 

 

 
  

＜補足＞ 
利用届出に入力した e-mail アドレス宛てに、「手続き完了通知」メールが届きま
す。メール内には利用者 ID は記載されませんので、利用者 ID 及び暗証番号に
ついては、本画面にて確認してください。 


